
第１１章　健康の保持増進等

第１節　通　則

（この章の目的）
第179条　この章の規定は、⼀般健康診断の実施及び事後措置の徹底、労働者の⼼身両⾯の健
康保持増進対策等の推進並びに過重労働による健康障害の防⽌を図ることを⽬的とする。

　解　説　

第179条は、近年、建設労働者の⾼齢化とともに健康診断の有所見
者の漸増が見られること、また、職場における人間関係、過重労働
等による⼼の健康問題なども見られることから、健康診断の実施と
その結果に基づく事後措置の徹底、職場における⼼と体の健康保持
増進、過重労働による健康障害の防⽌を⽬的としたものである。

☆⽤語の意味☆
�・ 　「健康保持増進対策等」の「等」には、メンタルヘルスへの取組みなどがある。

第179条と安衛法令等の関係

区　　　　　　　　　　分 安衛法令等

健康の保持増進のための措置 安衛法第 7章
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第２節　一般健康診断等

（健康診断）
第180条　会員は、法令の定めるところにより、常時使⽤する労働者に対し、雇入れ時及び定
期に健康診断を行わなければならない。

2　会員は、前項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく当該健康診断の結果を通知しなけ
ればならない。

　解　説　

第180条は、安衛則第43条、第44条、第51条の 4と同等の定めである。
第 1項では、常時使⽤する労働者の雇入れに対し、雇入れ時健康診断を、また、常時使⽤する労働
者に対し、定期健康診断を行わなければならないことを定めている。
第 2項では、健康診断の結果を、遅滞なく、労働者に周知しなければならないことを定めている。
また、これら健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、これを 5年間保存しなければならない。
なお、常時50人以上の労働者を使⽤する事業者は、定期健康診断の結果報告書を所轄労働基準監督
署に提出しなければならない。
健診内容は、表のとおりである。

第180条と安衛法令等の関係

区　　　　　　　　　　分 安衛法令等

健康診断 安衛法第66条

健康診断の結果の記録 安衛法第66条の 3

健康診断の結果についての医師等からの意見聴取 安衛法第66条の 4

健康診断実施後の措置 安衛法第66条の 5

健康診断結果の通知 安衛法第66条の 6

保健指導等 安衛法第66条の 7

⾯接指導等 安衛法第66条の 8、第66条の 9

病者の就業禁⽌ 安衛法第68条

健康教育等 安衛法第69条

健康診断等に関する秘密の保持 安衛法第105条

雇入時の健康診断 安衛則第43条

定期健康診断 安衛則第44条

健康診断結果の記録の作成 安衛則第51条

健康診断結果の通知 安衛則第51条の 4
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項項目目 医医師師がが必必要要ででなないいとと認認めめるる時時にに左左記記のの健健康康診診断断項項目目をを省省略略ででききるる者者

身長 20歳以上の者

腹囲 1. 40歳未満（35歳を除く）の者
2. 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断
された者

3. BMIが20未満である者（BMI(Body Mass Index)＝体重(kg)／身長(m)２）
4. BMIが22未満であって、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者

胸部エックス線検査 40歳未満のうち、次のいずれにも該当しない者
1. 5歳毎の節目年齢（20歳、25歳、30歳及び35歳）の者
2 感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働いている者

※※2：：定定期期健健康康診診断断（（安安衛衛則則第第44条条））ににおおけけるる健健康康診診断断のの項項目目のの省省略略基基準準

定期健康診断については、以下の健康診断項目については、それぞれの基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略すること
ができます。なお、「医師が必要でないと認める」とは、自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいいま
す。したがって、以下の省略基準については、年齢等により機械的に決定されるものではないことに留意して下さい。

◆一一般般健健康康診診断断のの項項目目◆
雇入れ時健康診断及び定期健康診断の項目は、以下のとおりです。

雇雇入入れれ時時のの健健康康診診断断 （（安安衛衛則則第第43条条）） 定定期期健健康康診診断断 （（安安衛衛則則第第44条条））

１ 既往歴及び業務歴の調査
２ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
３ 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
４ 胸部エックス線検査
５ 血圧の測定
６ 貧血検査（血色素量及び赤血球数）
７ 肝機能検査（ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ―ＧＴＰ）

８ 血中脂質検査（ＬＤＬコレステロール，ＨＤＬコレステロー
ル、血清トリグリセライド）

９ 血糖検査
１０ 尿検査（尿中の糖及び蛋白の有無の検査）
１１ 心電図検査

１ 既往歴及び業務歴の調査
２ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
３ 身長(※2)、体重、腹囲(※2)、視力及び聴力の検査
４ 胸部エックス線検査(※2) 及び喀痰検査(※2)

５ 血圧の測定
６ 貧血検査（血色素量及び赤血球数）(※2)

７ 肝機能検査（ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ―ＧＴＰ）(※2)

８ 血中脂質検査（ＬＤＬコレステロール，ＨＤＬコレステロー
ル、血清トリグリセライド）(※2)

９ 血糖検査(※2)

１０ 尿検査（尿中の糖及び蛋白の有無の検査）
１１ 心電図検査(※2)

2 .感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働いている者
3. じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている者

喀痰検査 1. 胸部エックス線検査を省略された者
2. 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者又は胸部エックス線検査によって結核
発病のおそれがないと診断された者

貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、
血糖検査、心電図検査

35歳未満の者及び36～39歳の者

◆健健康康診診断断実実施施後後のの事事業業者者のの具具体体的的なな取取組組事事項項◆
1. 健健康康診診断断のの結結果果のの記記録録

健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められた期間、保存しておか
なくてはなりません。（安衛法第66条の3）

2.健健康康診診断断のの結結果果ににつついいててのの医医師師等等かかららのの意意見見聴聴取取
健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見のある労働者について、労働者の健康を保持するために

必要な措置について、医師（歯科医師による健康診断については歯科医師）の意見を聞かなければなりません。（安
衛法第66条の4）

3. 健健康康診診断断実実施施後後のの措措置置
上記2による医師又は歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切

な措置を講じなければなりません。（安衛法第66条の5 ）
4. 健健康康診診断断のの結結果果のの労労働働者者へへのの通通知知

健康診断結果は、労働者に通知しなければなりません。（安衛法第66条の6）
5. 健健康康診診断断のの結結果果にに基基づづくく保保健健指指導導

健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を行うよう努
めなければなりません。（安衛法第66条の7）

6. 健健康康診診断断のの結結果果のの所所轄轄労労働働基基準準監監督督署署長長へへのの報報告告
健康診断（定期のものに限る。）の結果は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。（安衛

則44条、45条、48条の健診結果報告書については、常時50人以上の労働者を使用する事業者、特殊健診の結果報
告書については、健診を行った全ての事業者。）（安衛法第100条）

このリーフレットについてのご質問は、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署までお問い合わせください。 （2013.03）

なお、特殊健康診断等については、それぞれの健診ごとに特別な健康診断項目が定められています。詳しくは
都道府県労働局又は労働基準監督署までお問い合わせください。

出典：厚⽣労働省リーフレットより
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（事後措置）
第181条　会員は、前条第 1項に規定する健康診断の結果に基づき、当該労働者の健康を保持
するために必要な措置について、法令の定めるところにより医師の意見を勘案し、必要がある
と認めるときは、次の各号に掲げる措置を実施しなければならない。
⑴　就業場所の変更
⑵　作業の転換
⑶　労働時間の短縮
⑷　深夜業務の低減
⑸　昼間業務への変更
⑹　作業方法、設備の改善
⑺　その他適切な措置

　解　説　

　第181条は、安衛法第66条の 5とこの法令に基づき定められた「健康診断結果に基づき事業者が講
ずべき措置に関する指針（平20. 1 .31指針公示第 7号）」と同等な定めである。
　本条は、健康診断の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときの具体的措置を
定めたものである。必要があると認めるときの措置としては、安衛法第66条の 5の定めを踏まえ、⑴
～⑹の項⽬の他に、⑺その他適切な措置としては、作業環境測定の実施、安全衛⽣委員会等への報告
などがある。
　なお、安衛法第66条の 5の第 2項の定めから、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき指針」が
示されており、⑺のその他適切な措置として、同指針に示されている保健指導による睡眠指導、食⽣
活指導なども含まれる。
　健康診断の実施とその後の⼿順は、次のフロー図になる（厚⽣労働省安衛法に基づく健康診断実施
後の措置についてのリーフレットから）。

第181条と安衛法令等の関係

区　　　　　　　　　　分 安衛法令等

健康診断 安衛法第66条

健康診断の結果についての医師等からの意見聴取 安衛法第 6条の 4

健康診断実施後の措置 安衛法第66条の 5

保健指導等 安衛法第66条の 7

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針 平20. 1 .31公示第 7号
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健康診断の実施

健康診断結果の通知（法第66条の6）

健康診断の結果についての医師等
からの意見聴取※2（法第66条の4）

保健指導（法第66条の7）

健康診断実施後の措置（法第66条の5）

一般健康診断等
（法第66条第1項～第4項）

自発的健康診断
（法第66条の2）

法第66条第5項ただし書きの
規定による健康診断

医師等による診断区分の決定

診断区分（一例）

異常なし 要観察 要医療

一定の健診項目に異常の所
見があると診断された労働
者が受診

労働者には、二次健康診断の結果を
事業者に提出するよう働きかけるこ
とが適当。

二次健康診断※3

　一般健康診断等の結果、特に健康
の保持に努める必要があると認める
労働者に対して医師又は保健師によ
る保健指導を行うよう努める。

○　医師等からの意見を勘案し、その必要があると認めるとき
は、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の
転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずる。

○　作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備
○　医師等の意見の衛生委員会等への報告　等

※3　労働者災害補償保険法第26
条第2項第1号の規定に基づく二
次健康診断

※2　産業医の選任義務のない小規模事業場（労働者数50人未満の事
業場）においては、労働者の健康管理等に関し、医師等が相談等に
無料で応じる地域産業保健センターを活用することによって、健康
診断の結果についての医師等からの意見聴取を実施することが適当
です。
「地域産業保健センターについてのご案内」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/a
nzen/080123-2.html

異常の所見があると
診断された場合

通常の勤務でよ
いもの

勤務を休む必要
のあるもの

勤務に制限を加
える必要のある
もの

勤務による負荷を軽減するため、労働時間の短
縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の
制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回
数の減少、昼間勤務への転換等の措置を講じる。

療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務
させない措置を講じる。

　労働者自らが自主的に健康管理に取り組
めるよう、労働者に健康診断結果を通知し
なければならない。

就業区分
区分
通常
勤務

就業
制限

要休業

内容
就業上の措置の内容

出典：厚⽣労働省リーフレットより
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第3節　心理的な負担の程度を把握するための検査等

（心理的な負担の程度を把握するための検査）
第181条の2　会員は、法令の定めるところにより、常時使⽤する労働者に対し、⼼理的な負担
の程度を把握するための検査を行わなければならない。

　解　説　

　第181条の 2は、安衛法第66条の10の定めに基づくもので
ある。
　ストレスチェックに関しては、常時使⽤する労働者が50
人以上の産業医を選任する義務のある事業場においては実
施義務があり、それ以外は努⼒義務となっている。
　ついうっかりといった不安全行動が招く労災事故の背景
には、少なからず不眠・疲労等の因子が関連しているケー
スがある。
　慢性的な睡眠不⾜や⾼ストレスの状態が続くと、体内のホルモンバランスが崩れ、脳血流が低下し、
認知機能に影響を与えることが知られている。
　「不安全行動」防⽌の観点からもメンタルヘルスの視点を取り入れることが災害ゼロに不可⽋な要
素となる。

精神障害は、さまざまな要因で発病します

業務による心理的負荷

例　自分の出来事
　　家族･親族の出来事
　　金銭関係
　　etc.

既往歴
アルコール依存状況
⽣活史（社会適応状況）
etc.

心理的負荷による精神障害の認定基準
平23.12.26基発1226第1号

例　事故や災害の体験
　　仕事の失敗
　　過重な責任の発⽣
　　仕事の量･質の変化
　　etc.

業務以外の心理的負荷

精神障害の発病

個体側要因

出典：厚⽣労働省リーフレットより
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第181条の 2と安衛法令等の関係

区　　　　　　　　　　分 安衛法令等

⼼理的な負担の程度を把握するための検査等　 安衛法第66条の10（附則第 4条）

⼼理的な負担の程度を把握するための検査等の実施方法等　 安衛則第52条の 9 ～第52条の20

⼼身の状態に関する情報の取扱い 安衛法第104条

事業場における労働者の健康保持増進のための指針 平27.11.30健康保持増進のための指針公示第 5号

労働者の⼼の健康の保持増進のための指針 平27.11.30健康保持増進のための指針公示第 6号

⼼理的な負担の程度を把握するための検査及び⾯接指導の実施
並びに⾯接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針

平27.11.30⼼理的な負担の程度を把握するための
検査等指針第 2号

⼼理的な負担の程度を把握するための検査及び⾯接指導の実施
並びに⾯接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指
針について　

平27. 5 . 1 基発0501第 7 号

ストレスチェック制度の施行を踏まえた当⾯のメンタルヘルス
対策の推進について

平28. 4 . 1 基発0401第72号

「過労死等ゼロ」緊急対策を踏まえたメンタルヘルス対策の推
進について

平29. 3 .31基発0331第78号

「労働者の⼼身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事
業者が講ずべき措置に関する指針」

平30. 9 . 7 公示第 1号

事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因す
る問題に関して雇⽤管理上講ずべき措置等についての指針

令 2 . 1 .15厚⽣労働省告示第 5号

事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇⽤
管理上講ずべき措置についての指針等の⼀部を改正する件

令 2 . 1 .15厚⽣労働省告示第 6号

本節に関連する建災防頒布の参考図書・リーフレット

図書名・リーフレット

「建設業におけるメンタルヘルス対策の進め方―現場で実践！建災防方式健康KYと無記名ストレスチェック―」
「裁判例から学ぶ建設業のメンタルヘルス―統括管理・安全配慮義務・メンタルヘルスこの 3つのキーワードの関
係を解き明かす―」
「建設⼯事従事者のためのセルフチェック・ハンドブック」
「建設現場の職場環境改善マニュアル（CD-ROM付）―「建災防方式健康KYと無記名ストレスチェック」の活⽤―」
「建設現場における職場環境改善事例集（CD-ROM）」
「建設現場のメンタルヘルスと職場環境改善」（リーフレット）
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（建災防方式健康KYと無記名ストレスチェック）
第181条の3　会員は、建設現場において、「建災防方式健康KYと無記名ストレスチェック」等
の職場環境改善の取組を導入した、メンタルヘルス対策に努めなければならない。

　解　説　

　第181条の 3は、⾃主基準である。
　建設労働者の多くが就労する場は建設現場であり、精神障害発症
にかかる労災補償状況をみると、建設⼯事従事者が被災労働者となっ
た事例が多く見られる。こうしたことを踏まえると、その働く場で
ある建設現場においてストレスへの対処を行うことが効果的である
と考えられる。
　「建災防方式健康KYと無記名ストレスチェック」は、建設現場の
統括管理体制の中で実施する⾃主的な取組であり、建設現場の安全施⼯サイクルに組み込んで実施す
る次の 2つの取組をいう。
　健康KYは、KY活動において睡眠、食欲、体調に関する 3つの問いかけを職長等のリーダーから各
作業員等に対し、毎⽇繰り返し行い、⽇々の体調の変化を把握する取組である。

　無記名ストレスチェックは、安全朝礼等、現場に従事する元請社員、作業員全員が集合する場で⼀
斉に実施するもので、その結果を集計分析することにより現場ストレス状況を把握することができる。
こうして得られた結果を活⽤し、より働きやすい環境を実現するための具体的な対策を現場で実施す
る取組で、⼯期内に複数回実施する。

　詳しくは、第181条の 2に掲載の「本節に関連する建災防頒布の参考図書・リーフレット」を参照。

安全施工サイクルを活用したメンタルヘルス対策

毎日の
活動

作業所長
の巡視

作業点検
現地KY

KYK

健康KY
（毎日実施）

無記名ストレスチェック
（工期内に複数回実施）

5～10分程度でできます！5～10分程度でできます！

2～3分程度でできます！2～3分程度でできます！

【自主的取組】
安全朝礼

安全 
ミーティング

職長の
作業中の
指導・監督

安全工程
打合せ

持ち場
後片付け

終業時の
確認・報告

建設業労働災害防止協会

建設現場のメンタルヘルスと
職場環境改善

　「建災防方式健康KYと無記名ストレスチェック」とは、建設現場の安全施工サイクルに組み込んで実施する次の2つの取
組をいいます。
　健康KYは、KY活動において睡眠、食欲、体調に関する3つの問いかけを職長から各作業員に毎日繰り返し行い、日々の
体調の変化を把握する取組です。
　無記名ストレスチェックは、安全朝礼等、現場に従事する元請社員、作業員全員が集合する場で一斉に実施するもので、
その分析結果を踏まえて、より働きやすい職場環境を実現するための取組で、工期内に複数回実施します。

建災防では、建設現場におけるメンタルヘルスと職場環境改善対策として
「建災防方式健康KYと無記名ストレスチェック」

の普及に取り組んでいます。

建災防方式健康KYと無記名ストレスチェック

無記名ストレスチェック 健康ＫＹ

建設現場における実施状況

健康KY
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第4節　健康の保持増進対策等

（健康の保持増進対策等）
第182条　会員は、労働者の健康の保持増進のため、健康測定、運動指導、メンタルヘルスケア、
栄養指導及び保健指導を計画的かつ継続的に行い、健康増進対策が定着するように努めなけれ
ばならない。

2　会員は、中⾼年齢者の年齢、体⼒等に応じた作業方法の改善等に努めなければならない。

　解　説　

第182条第 1項は、安衛法第70条の 2に基づ
き公表された「事業場における労働者の健康
保持増進のための指針（平19.11.30公示第 4号）」
に準拠した定めである。
また、第 2項は、安衛法第62条に準拠した
定めである。
第 1項では、労働者の健康の保持増進のた
め、具体的な取組みを、計画的かつ継続的に
実施し、健康増進対策が定着するよう努める
ことを定めている。この具体的な取組み方としては、健康測定（→⽣活状況の調査など）、運動指導（→
個人にあった運動の種類、内容）、メンタルヘルスケア（→⼼の健康づくりへの相談・⽀援）、栄養指
導（→食習慣や食行動の評価と改善の指導）、保健指導（→睡眠、喫煙、飲酒、⼝腔保健等の指導・教育）
をするための健康保持増進計画を策定し、衛⽣委員会等を使った推進体制により行う。
なお、健康の保持増進については、「労働者の健康の保持増進を図るための実施計画を作成するこ
と」、「労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹⽴に関すること」が衛⽣委員会の付議事
項として定められているので、適切な対応が必要である。

第 2項では、厚労省「⾼年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」（エイジフレンドリー
ガイドライン）が公表されており、⾼齢化の進む建設業界でも対策を進めることが重要である。中⾼
年労働者の年齢や体⼒によって、以前より、平衡感覚・機敏性・動体視⼒などが徐々に落ちてくるこ
と、重筋労働への疲労蓄積の解消に時間を要するようになることなどが考えられるので、無理な姿勢
での長時間の作業、重量物の扱いの削減など作業方法の改善及び転倒災害防⽌のために段差を無くす・
より明るさを確保するなど作業環境への配慮などに努めることを定めている。
なお、重筋作業、無理な姿勢での作業、長時間同じ姿勢の継続作業、体重増などによる腰痛に対し、
その予防対策にも努めることが必要である。

①背のびの
　運動

⑥開脚状態回
　しの運動

⑦膝の屈伸の
　運動

⑧足の伸展の
　運動

⑨前後開脚腰伸
　ばしの運動

⑩はずみかけ
　足の運動

②体側伸ば
　しの運動

③前・後曲げ
　運動

④体の横回し
　の運動

⑤開脚体ねん
　転運動

腰痛予防体操の例
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高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン

（エイジフレンドリーガイドライン）令和2年3月16日付け基安発0316第１号

通路を含め作業場所の照度を
確保する

階段には⼿すりを設け、可能な限り通路の
段差を解消する

涼しい休憩場所を整備し、通気性の良い服装を準備する
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☆⽤語の意味☆
�・ 　「体⼒等」の「等」には、視⼒、筋⼒、柔軟性、記憶⼒などが含まれる。
�・　「作業方法の改善等」の ｢等｣ には、作業環境の改善がある。

第182条と安衛法令等の関係

区　　　　　　　　　　分 安衛法令等

健康の保持増進のための指針の公表 安衛法第70条の 2

中⾼年齢等についての配慮 安衛法第62条

健康診断実施後の措置 安衛法第66条の 5

保健指導等 安衛法第66条の 7

⼼理的な負担の程度を把握するための検査等 安衛法第66条の10

⼼理的な負担の程度を把握するための検査等の実施方法等　 安衛則第52条の 9 ～第52条の20

衛⽣委員会 安衛法第18条

衛⽣委員会の付議事項 安衛則第22条

健康診断等に関する秘密の保持 安衛法第105条

事業場における労働者の健康保持増進のための指針改 平27.11.30健康保持増進のための指針公示第5号

労働者の⼼の健康の保持増進のための指針 平27.11.30健康保持増進のための指針公示

事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための指針 平 4 . 7 . 1 告示第 4号

職場における腰痛予防対策指針 平25. 6 .18基発0618第 1 号

⾼年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン
（エイジフレンドリーガイドライン）

令 2 . 3 .16基安発0316第 1 号

本節に関連する建災防頒布の参考図書・ポスター

図書名�・ポスター

「建設業における腰痛予防対策マニュアル　腰痛予防管理者⽤労働衛⽣教育テキスト」
「建設現場での腰痛予防―職場における腰痛予防対策指針のポイント―」
STOP！転倒災害プロジェクトポスター
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（過重労働による健康障害の防⽌）
第183条　会員は、法令の定めるところにより、労働者に対し、労働時間等の状況に応じて、
医師による⾯接指導を行わなければならない。

2　会員は、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により改正された労
働基準法、労働安全衛⽣法等の関係法令に適切に対応しなければならない。

　解　説　

第183条は、安衛法第66条の 8、安衛則第52条の 2 ～ 7と同等の定めである。
第 1項は、労働者の労働時間の状況に応じ、医師による⾯接指導を行うことを定めている。これを
おおまかにまとめると、表のとおりである。
なお、衛⽣委員会等の調査審議には、「長時間
にわたる労働者の健康障害の防⽌を図るための
対策の樹⽴に関すること」とあるので、労働者
の労働時間の状況に応じ、適切な措置を講じら
れるように努めることが必要である。

1月当たりの時間外・
休日労働時間 申出 面接指導 面接指導後の措置

100時間超
（安衛則第52条
の 2第 1項）

→

労働者からの申出
（安衛則第52条の 3第 1項）
期⽇後概ね 1⽉以内
（安衛則第52条の 3第 2項）
産業医は労働者に申出を行
うよう推奨
（安衛則第52条の 3第 4項）

医師による⾯接指導の実施
（申出後概ね1⽉以内で実施）
（安衛法第66条の 8第 1、2項）
医師が労働者の勤務状況及
び疲労蓄積状況その他⼼身
の状況について確認
（安衛則第52条の 4）

⾯接指導の結果記録の作成
（保存 5年間）
（安衛法第66条の 8第 3項、
安衛則第52条の 6）
↓
医師からの意見聴取
（⾯接指導後概ね 1⽉以内）
（安衛法第66条の 8第 4項、
安衛則第52条の 7）
↓
事後措置の実施
（安衛法第66条の 8第 5項）
<防⽌規程第181条の
事後措置の内容>
・就業場所の変更
・作業の転換
・労働時間の短縮
・深夜業務の低減
・昼間業務への変更
・作業方法、設備の改善
・その他適切な措置

80時間超
（安衛則第52条
の 8第 2項）

→ 労働者からの申出
（安衛則第52条の 8第 3項）

医師による⾯接指導の実施
（安衛法第66条の 9、
安衛法第52条の 8第 1項）

事業場で定め
た基準に該当
（安衛則第52条
の 8第 2項）

→ （事業場の基準によることに
なる。）

時間外・休日労働時間

月100時間超または
2～6か月平均で月80時間を超えると 高

長くなるほど 徐々に高まる

月45時間以内 低

健康障害のリスク
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第 2項は、第196回国会において成⽴した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する
法律　平成30年法律第71号」（以下「働き方改革関連法」という。）により改正された労働基準関係法
令（以下「改正労基法等」という。）が、平成31年 4 ⽉ 1 ⽇から順次施行されることから、働き方改
革関連法の趣旨に鑑みて、労働条件を計画的に改善する等、適切に履行することを定めている。

働き方改革の推進は、多様な働き方を可能とすることにより、⾃分の未来を⾃ら創っていくことが
できる社会を実現し、意欲ある人々に多様なチャンスを⽣み出すものであり、同時に企業の⽣産性や
収益⼒の向上が図られるものである。人々が豊かに⽣きていく社会の実現のためには、働き方改革を
着実に推進することが求められる。

とりわけ、改正労基法等の施行に伴い、建設業においても労働時間の上限規制（令 6 . 4 . 1 適⽤）、
時間外労働の割増率の引上げ（令 5 . 4 . 1 適⽤）、年次有給休暇 5⽇の消化義務付け（平31. 4 . 1 適⽤）
など法改正事項に対応していかなければならない。
そのため、改正された安衛法第66条の 8の 3（安衛則第52条の 7の 3）、「労働時間の適正な把握の
ために使⽤者が講ずべき措置に関するガイドライン」（平29. 1 .20策定）により、労働者の労働時間の
状況を把握し、「時間外労働の限度に関する基準」（平29. 3 ）等に即した適切な労働時間管理が求めら
れる。

☆⽤語の意味☆
�・ 　労働時間等の「等」には、休⽇労働時間が含まれる。

第183条と安衛法令等の関係

区　　　　　　　　　　分 安衛法令等

時間外及び休⽇の労働 労基法第36条（附則第139条）

年次有給休暇 労基法第39条

⾯接指導等 安衛法第66条の 8、第66条の 9

労働時間の状況の把握 安衛法第66条の 8の 3

⾯接指導を行う労働者以外の労働者への配慮 安衛法第66条の 9

⾯接指導の対象となる労働者の要件等 安衛則第52条の 2

⾯接指導の実施方法等 安衛則第52条の 3

⾯接指導における確認事項 安衛則第52条の 4

労働者の希望する医師による⾯接指導の証明 安衛則第52条の 5

⾯接指導結果の記録の作成 安衛則第52条の 6

⾯接指導の結果についての医師からの意見聴取 安衛則第52条の 7

労働時間把握の方法 安衛則第52条の 7の 3

法第66条の 9の規定する必要な措置の実施 安衛則第52条の 8

衛⽣委員会 安衛法第18条

衛⽣委員会の付議事項 安衛則第22条
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区　　　　　　　　　　分 安衛法令等

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に指針 平20. 1 .31公示第 7号

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律 平30. 7 . 6 公布

労働基準法第41条の 2第 1項の規定により同項第 1号の業務に
従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針

平31. 3 .25告示第88号

労働基準法第36条第 1項の協定で定める労働時間の延長及び休
⽇の労働について留意すべき事項等に関する指針

平30. 9 . 9 告示第323号

労働時間等設定改善指針（労働時間等見直しガイドライン） 平30.10.30

時間外労働協定届の限度時間 労基法第36条

年次有給休暇の付与義務 労基法第39条

過重労働による健康障害防⽌のための総合対策 平28. 4 . 1 基発0401第72号

労働政策基本方針 平30.12.28

労働時間の適正な把握のために使⽤者が講ずべき措置に関する
ガイドライン

平29. 1 .20

「時間外労働の限度に関する基準」 平10年労働省告示第154号
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